
平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

就
業
規
則
そ
の
他
の
書
類
で
あ
っ
て
、
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性

に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

二

就
業
規
則
そ
の
他
の
書
類
で
あ
っ
て
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律

第
六
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
現
に
講
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
も
の

（
第
二
種
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
五
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る

第
二
種
認
定
事
業
主
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
三
項
（
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
三
項
（
法
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
条
第

二
項
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

二
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
専

門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
）

第
一
条

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第

三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
は
、
千
七
十
五
万
円
と
す
る
。

（
第
一
種
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
第
一
種
計
画
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。）に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
就
業
規
則
そ
の
他
の
書
類
で
あ
っ
て
、
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第

一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る

第
一
種
認
定
事
業
主
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
第
二
種
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
第
二
種
計
画
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。）に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
厚
生
省

労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
十
五
号
の
八
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
五
の
九

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
に
係
る
申
請
等

第
十
一
条
の
報
告
以
外
の
申
請
等




